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令和 3年 3月 24日付けで詰求のありました公文書の開示について、次のとおり一部を

開示することと決定しましたので、 1切越町情報公開条例第 13条第 3項の規定に基づき通知

します。

l 詰-求に係る公文
平成 29年 10月 2日付鶴雅観光開発株式会社との聞に契約を締結

書の名称又は内容
した町有財産の売買における売買価格の算定根拠及び売買決定まで

の過程を示す全ての文書。

2 開 示の方法 回閲覧 回写 しの交付 口郵送

3 開示の 日時 令和 3年 月 日
午前

H寺 分
午後

4 開示の 場所 日目j越町役場

概要
法人の印影、従業員の情報及び鶴雅観光株式会社提供資料

5 開示しない部分 のうち鶴雅観光開発株式会社以外の法人に関する情報

の概要及び理由
理由 出j越町情報公開条例第8条第 1号及び第 9条第 1号該当

6 開示しない部分

を開示する ことが 年 月 日

できる期日

7 担 当課等 総務課総務係

8 備 考

注I 当日都合が悪い場合文は不明な点がありましたら担当課に連絡頗います。

2 開示を受ける際は、この通知書を提示してください。

3 6の桝lは、開示することができる期日をあらかじめ明示できるときにその期日を記入し

てありますので、開示を希望する場合には、当該期 日以後に改めて開示詰求してください。

教示

l この処分について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3月

以内に、蘭越町長に対して、審査訪求をすることができます。

2 この処分について不服がある場合は、この通知書を受け取った日(前項による審査請求を

したときは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6月以

内に、 l温ij越町を被告として、裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。
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